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 21 発　行
２０２１年６月１日

　　　　　　　              　　　安原　邦博（原告訴訟代理人弁護士）　　
   

はじめに－今後の期日予定について

　２０２１年４月２０日（火）１４時から、控訴審第二回期日が大阪地
裁・高裁本館の２０２号大法廷でおこなわれました。まず、重要なお知
らせです。今後の期日ですが、次回は６月１日（火）で１０時３０分開

控訴審第2回口頭弁論期日の報告

期日後、オンラインで開催された支援者集会でアピールする原告
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始、次々回は７月１４日（水）で１４時開始です（次々回は７月
１３日ではなく、１４日です）。いずれも２０２号大法廷でおこ
なわれます。７月１４日は、フジ住宅の社員２名と原告の尋問を
する予定で、この日で結審（審理の手続きを終結させること）と
なる可能性があります。

差し止め書面の陳述

　４月２０日の第二回期日では、フジ住宅及び今井会長による人
種民族差別的資料及び原告個人攻撃の資料の配布を差し止める請
求の追加（訴えの変更）の書面を陳述（裁判手続きに正式にのせ
ること）しました。
　これに併せて、私から、下記のとおり法廷で意見陳述をしまし
た（なお、フジ住宅代理人及び今井会長代理人の意見陳述の内容
は、フジ住宅の「訴訟・裁判に関する当社の主張」ブログに掲載
されています）。

 １　本件では、一審被告今井と一審被告会社が、公共空間にお
いてその思想を他者に伝達することの是非が争点となっているの
ではありません。本件は、一審被告らが極めて優越的な地位にあ
る閉じられた職場空間である一審被告会社内で、一審被告らがそ
の優越的地位を利用し、一審被告今井が是とする資料のみ（その
中には大量の人種民族差別的資料が含まれます）を従業員に対し
浴びせるように配布している、という事案です。本件は、当然な
がら立法手続きではなく、また刑罰に係る刑事訴訟でもなく、一
審被告らの支配する空間における、その具体的な行為についての
損害賠償と差止が求められている民事訴訟です。
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一審被告らは、その優越的地位を用いて、一審被告会社従業員ら
の職場空間で、自らの意に沿う言論のみを蔓延させています。一
審被告らは、それを、「企業内における言論の自由」、「使用者の
表現の自由」、「自由主義・民主主義の根幹」、さらには「使用者
の教育権限の行使」などと述べているのです。

２　一審被告らは、本年３月２５日付け控訴準備書面でも「言
論の封殺がこの裁判の目的」などと主張していますが（１０頁）、
その書面の７頁において、毎月全従業員に書かせたものから一審
被告今井が選別する経営理念感想文について、「社員の学びやモ
チベーションアップに特につながると考えられた文章を選んで、
全社員に配布するものである」と述べています。
　その経営理念感想文は、本件の提訴直後の２０１５（平成
２７）年９月に、一審被告会社従業員が一審原告を非難等する内
容のものが約９０名分配布されました。「温情を仇で返すバカ者」

「哀れで愚かで、本当にムカつきます」「在日韓国人は新規採用し
ないでおこうという暗黙のルールができるようにも思えます」な
どというものでした。
　さらに本件の地裁判決直後の昨年（２０２０（令和２）年）７
月にも、再度９０名に及ぶ一審被告会社従業員が一審原告や判決
を非難する経営理念感想文が配布されました。「日本人だったら
何をやっても許されるだろうと思っている思想が根底にあるよう
に思えて、我々日本人の価値観からしてちょっとおかしいと思い
ます」「原告は今も在籍して働いていると思うと虫唾が走ります」

「ただただお金が欲しいだけのいちゃもん付けにしか思えません」
「さっさと退職して頂き、ご自身に合う会社に就職して頂きたい
と思います」「他を陥れることに心血を注ぐ生き方ではなく、在
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日としての過剰なまでの被害者民族意識を捨て、もっと日本の良
さに目を向けられれば、人生も変わっていただろうと思います」
などというものでした。

　それに加えて一審被告らは、「支援者」などと称し、実際には
一審被告今井が代表理事を務める一般社団法人今井光郎文化道徳
歴史教育研究会から金銭を交付されている者らが、一審原告と本
訴訟について、「おとなしい日本人を狙い撃ちにして、あちら側
の人たちは攻撃してくる」、「まったくの不当な言いがかりであり、
むしろ被害者は、実質的に既に営業妨害と、名誉を毀損されてい
る『フジ住宅』と今井会長である」などとするブログやメールマ
ガジンも社内で全従業員に配布し続けています。

３　今般、一審原告は、諸外国のハラスメント防止規程を証拠提
出しました。例えばアメリカ合衆国のヴァージニア大学では、差
別やハラスメントについての申立てに対する報復を禁止していま
す。同大学は、その禁じる報復を、干渉、制限、懲罰、差別、脅
迫または嫌がらせを含むが、これらに限定されない、不利益取扱
いと定義しています。

　一審原告の本訴訟の提起を、ヴァージニア大学のいう「申立
て」であるとすると、さきほど述べた一審被告らの行為は、まさ
に、一審原告が本訴訟を提起したことに対する報復です。

　差別やハラスメントを許さない、という内部規範は、外国に限
られず、この日本における多くの企業が共有しているものである
ことも、今般提出した証拠で明らかにしました。
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　この点、一審被告会社も「ハラスメント防止規程」（甲２１６）
を定めており、出勤停止や懲戒解雇等の懲戒処分をもって「ハラ
スメント」を禁じています。そして、その「ハラスメント」の定
義を、「職場及び職場外における他の役職員を不快にさせる侮辱
的な態度、嫌がらせ、乱暴な言動、性的な言動、その他身体的あ
るいは精神的に傷つける行為、もしくは同様の行為により、職場
及び職場外の環境を悪化させる行為等をいう」としています。

一審被告らは、全従業員に対して、この「ハラスメント防止規程」
につき、「受け手へ配慮した発言、行動を心掛けていただきます
と共に、必要に応じて社内規程の『ハラスメント防止規程』もご
参照いただきますよう、お願いいたします」などと周知していま
す（甲２２２）。

　しかしこのような「ハラスメント防止規程」がある一審被告会
社においては、会社の頂点に立つ者が率先して訴訟提起に対する
報復をおこない、従業員をしてそれに追随させているのです。か
ような行為を、「社員の学びやモチベーションアップに特につな
がると考えられた文章を選んで、全社員に配布するものである」
などと正当化しようするのは断じて許されません。地裁の判決で
その違法性を厳しく指摘されたにも拘らず、一審被告らは、人種
民族差別的資料、原告個人攻撃の資料の配布を止めるどころか、
自己正当化に終始しています。一審被告らによるこれ以上の違法
行為を止めるには、法で強制するしかないのです。

以　上
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　宮前　綾子（ヘイトハラスメント裁判を支える会事務局）

それ職場でのいじめやん

　「お母さん、自分も裁判の応援に行きたい」
ある地裁期日前夜に、当時小学生だった私の子どもから言われた
言葉です。
　理由を聞くと、「えらくて力のある人があれこれすることで、
原告さんが嫌な気持ちになってて、やめてほしいと言ったのにな
んでやめへんの？やめへんのはいじめや。心配やねん」とのこと。
私が家で時折話題にする裁判のことや、学校で学んだいじめのこ
とを思い出しながら、子どもなりに憤りの気持ちを持ったようで
す。

会社は変わってない

　あれから４年、地裁で勝訴しましたが、会社での状況は改善さ
れてはいません。
　会社は、「経営理念感想文」配付の意味を「これを読んだ社員
が新たな気づきや、仕事へのモチベーションアップにつなげる」
と説明しています。この配付目的に沿って、数多の感想文から「選
別」された内容は何かというと、いかに原告が非常識で恩知らず
な人間なのかというものであり、「一審判決後は削られた希望を
奮い立たせるだけで精一杯な日」という原告を、社員からの発信
を使う形で追い詰めていく会社のやり方に、恐ろしさと怒りを感

みなさんの力が必要です
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じます。

おかしいと感じた気持ちを行動に

　地裁と比べ高裁は、判決までの期間が短いようです。
原告が前号の会報で書いた「今度こそ司法の判決が、私のような
存在がフジ住宅で安心して働ける未来を実現する後押しとなるこ
とを願う」という状況にするためには、署名活動など原告を応援
する力を形にして裁判所に伝えていくことが必要です。
署名だけでなく、おかしいと感じたことを人に伝えていき、この
問題を知る人の輪を広げていくことも必要です。
　そのためにも、この裁判を支えてくださるみなさんの力が必要
です。今後も引き続きのご協力をお願いします。

〇署名用紙は、次の URL からダウンロードできます。QR コードも
ご利用ください。
https://bit.ly/2Q6p9gM

〇インターネット署名は、こちらの URL から。QR コードもご利用
ください。
https://bit.ly/3uVIBLC

「ヘイトハラスメント裁判」控訴審の公正な審議・判決を求める
署名へのご協力を引き続きお願いします！（7 ／ 12 必着）
控訴審は 7 月 14 日に結審予定です。署名簿の最終提出を、裁判後におこ
ないます。
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書証の提出

　ヘイトハラスメント裁判控訴審第 2 回期日に、弁護団は「人種・民族・
国籍の違いにもとづく差別の禁止を明示した企業行動規範等」を提出し
ました。NPO 法人多民族共生人権教育センターが調査・公開していた
情報を加筆・修正したものです。参考までに、次頁以降に掲載しています。

パワハラ防止法とレイハラ

　2019 年 5 月に施行された「パワーハラスメント防止法」に関連して
示された指針と行政通達は、法の運用にあたって「外国人である」属性
が考慮要件とされることを明示しています。つまり、職場における人種・
民族・国籍の違いにもとづく差別取扱い、差別言動（レイシャルハラス
メント）のうち、一定の人種差別言動が、事業所による措置義務の対象
になったのです。指針では「身体的な攻撃（暴行・傷害）」、「精神的な
攻撃（脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言）」、「個の侵害（私的なこと
に過度に立ち入ること）」などがパワーハラスメントの類型として示し
ています。事業主は、措置義務対象となるパワーハラスメントを予防し、
被害者を救済し、適切な対応をとるために措置を講ずる義務をおうほか、
講ずることが望ましい措置についてもについても指針では示されていま
す。

フジ住宅のコーポレートガバナンスが問われている

　今回の法改正・施行の背景として、日本の労働市場における、いわ
ゆる外国人労働者の存在感の増大、そしてヘイトスピーチ解消法施行

（2016 年）に象徴される、反人種差別規範が一定確立されつつある状況
を指摘することができます。いずれにしても、フジ住宅が会社ぐるみで
職場における人種差別言動を煽り、放置していることは、企業コンプラ
イアンスの観点からも論外であるといえるでしょう。控訴審はまもなく

人種・民族・国籍の違いにもとづく企業行動規範等
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結審、いずれフジ住宅による違法行為を認定した判決が確定する物と信
じています。その時、コーポレートガバナンスを蔑ろにしてきた責任が、
厳しく問われなければなりません。
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次回のヘイトハラスメント裁判控訴審の期日は次の通りです。これで結審
となることが予定されています。
 
第 4 回期日　7 月 14 日（水）14 時～ 

しかし、新型コロナウィルス感染症の蔓延状況によって傍聴席の制限がお
こなわれ、支える会として傍聴支援の呼び掛けを自粛する可能性がありま
す。詳しい情報については、支える会のホームページ等でご確認ください。
特に第 4 回期日は原告・被告会社従業員の本人尋問が行われる可能性が
ありますので、先行きが不透明ではあるものの、ご予定に加えておいてい
ただければ幸いです。 

今後の控訴審期日の日程について

これまでヘイトハラスメント裁判は、皆さんからいただいてきたカンパに
よって裁判費用、活動費用を賄ってきました。控訴審が始まり、新たな費用
が発生することによって、手元の資金が心許なくなってきています。経済状
況が厳しいなか、大変心苦しいのですが、改めてヘイトハラスメント裁判を
闘い抜くための資金カンパを、次のゆうちょ銀行口座までいただくことがで
きれば幸いです。支える会の収支状況については、年１回の総会で報告をお
こないます。

ゆうちょ銀行口座
名義：ヘイトハラスメント裁判を支える会（ヘイトハラスメントサイバンヲ
　　　ササエルカイ）
〇ゆうちょ銀行からの振込の場合　　記号：14040  番号：288301
〇他銀行からの振込の場合　
　店名：四〇八（読み　ヨンゼロハチ）　店番：４０８
　預金種目：普通預金　　　口座番号：００２８８３０

資金カンパのお願い


